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平成２８年９月農業委員会総会 

 

 １. 日時       平成２８年９月２８日（水）  ９時３０分から１０時４０分 

 

 ２. 場所       長与町役場４階第２委員会室 

 

 ３. 出席委員（１４名） 

   会長       １番 田中 稔 

   会長職務代理者  ２番 辻 末男 

   委員       ４番 入江 武則    ５番 白﨑 純範    ６番 河内 秀治    

７番 井上 良信    ８番 柳原 厚志    ９番 山本 純博    

           １０番 水谷 勉    １１番 柿本 正博   １２番 柿本 香代   

１３番 上杉 司    １４番 浅井 春千代  １５番 松尾 義徳    

  

４. 欠席委員（２名） 

 ３番 山口 益子   １６番 柿本 尚文 

  

                    

 ５. 議事日程 

 

   第１       議事録署名委員の指名 １４番 浅井 春千代  １５番 松尾 義徳 

 

第２       第１号議案 農業振興地域整備計画変更に伴う意見聴取について 

 

第３       第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

          

   第４       第３号議案 農用地利用集積計画について 

      

   第５       第１号報告 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

    

 ６. 農業委員会事務局職員 

             事務局長     森 省二 

             課長補佐     村田 佳美 

             農政農地係主任  岩瀬 博暢 

 

 ７．産業振興課 

             農林水産係主任  中山 高宏 
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産業振興

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは平成２８年９月の総会開催にあたりまして、長与町農業委員会総会規則第６条に

より、在任委員で総会を開催する過半数以上、「１４人」の出席であることを報告致します。

本日の欠席者は、３番、山口益子委員、１６番、柿本尚文委員のお二人です。では、会長の

方で、議事等の進行をお願いします。 

 

 

 みなさん、おはようございます。 

 それでは、平成２８年９月の農業委員会総会を開催致します。まず、始めに日程第１の農

業委員会総会規則第１８条の規定によりまして、議事録署名委員を２人指名致します。１４

番、浅井春千代委員、１５番、松尾義徳委員を指名致します。日程第２、本日は、第１号議

案農業振興地域整備計画変更に伴う意見聴取について１件、第２号議案農地法第５条の規定

による許可申請について２件、第３号議案農用地利用集積計画について１件。また、報告事

項では、農地法第５条の届出が２件となっております。では、日程第２、提出された議案の

審議に入ります。 

 第１号議案農業振興地域整備計画変更に伴う意見聴取について、編入が１件議案として出

されております。産業振興課の説明の前に事務局からは何かありませんか。 

 

 

 議案書の１ページから１０ページまでが意見聴取の資料となっています。農用地への編入

で、農地の所在地、編入の目的、申請者の耕作状況を基に審議を行うと思われます。事務局

からは以上です。 

 

 

 編入について、担当課からの説明をお願いします。 

 

  

 みなさん、おはようございます。産業振興課の中山です。議案の説明をいたします。１ペ

ージをお開き下さい。長与農業振興地域整備計画を変更することについて農業振興地域の整

備に関する法律施行規則第３条の２の規定に基づき、農業委員会の意見を聴取するため、９

月１３日付け長与町農業委員会会長田中稔様宛に意見聴取願を提出しております。添付書類

は、１.計画変更計画書、２.変更箇所表示位置図、３.その他関係資料です。 

 ２ページをお開き下さい。農業委員会から、町部局に対する意見書となります。今回はこ

の意見書に基づき農業振興上支障があるか、ないかの判断をお願いします。 

 ３ページをご覧ください。市町農業振興地域整備計画変更計画書になります。こちらに（編

入）と書いてありますが、これは農用地の編入です。今は農業振興地域の農用地ではないた

め、新たに農用地に加えることになります。それでは内容を説明します。１.事業計画者の

氏名、住所、氏名は（氏名）さん、住所は長与町岡郷（地番）。２.土地の表示等、編入の場

所は長与町岡郷（地番）、樹園地５，６５０㎡です。登記地目、現況地目とも畑です。地権

者は同じく（氏名）さんです。編入面積の計は５，６５０㎡の１筆です。すべて畑になりま
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議 長 

 

 

 

１０番 

 

 

 

 

す。３.現在の土地の利用状況はみかん畑となっております。４.編入後の事業計画、こちら

は詳しく説明します。農協さんが補助を行う、果樹経営支援対策事業を利用し、みかんの改

植を行い、生産性を向上させるものです。今回の編入の目的としては、この果樹経営支援対

策事業に基づくみかんの改植の条件として、農振農用地であることとなっておりますが、こ

の農地は、農振農用地ではなかったため、本人の了解のもと農用地の編入という手続きをと

っております。なお改植の内容を簡単に申し上げますと、品種の変更で、現在は、大津４号

を植えてありますが、これを青島に変え、みかんの木を５５本から７２本にする予定です。 

 また、今回編入する全体面積は５，６５０㎡ですが、実際の改植を行う面積は１，２００

㎡となります。原則１筆の農地の一部を農用地へ編入することは出来ないため、今回は改植

部分を含めた１筆全体を編入することにしております。 

 続いて農業委員会の意見ですが、本日決定した意見を記入し、県へ提出いたします。続い

て農協、土地改良区、森林組合の意見聴取ですが、今回は農協さんが対象となっております。

長崎西彼農協長与支店経由で長崎西彼農協代表理事組合長宛に同じく、９月１３日付で意見

聴取を行っております。７.他法令による許認可の状況等は該当がございません。 

 続いて４ページをお開きください。場所は赤で示した所になります。実際には園内道が入

っている形になります。場所としましては（施設名）より約３００ｍ上った場所になります。 

 続いて５ページをご覧ください。５ページ目が農用地の地図になります。黄色で塗られて

いる場所が既存の農振農用地です。こちらに新しく赤色の箇所を農用地として加える形にな

ります。なお、改植は一部の場所になると申し上げましたが、具体的に申しあげますと、こ

のピンクの場所の左上の部分が、ちょうど下から見れば、この地図の左側です。こちらの１，

２００㎡を改植予定だということです。 

 続いて６ページをお開き下さい。こちらは次ページ以降の写真の撮影方向です。園内の耕

作道より撮影しているものも含みます。なお、土地の所有者名が書いてありますが、このう

ち隣接する農地の所有者には今回の農用地編入について同意書を貰っています。 

 続いて７ページをお開き下さい。７ページから１０ページまでが写真となります。写真の

とおり１筆全体的にみかん畑として管理がされている状況です。それでは農用地の編入の農

業上の支障の有無についてご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。以

上です。 

 

 

 ただいま説明が終わりましたが、委員さんから何かご意見はありませんか。 

 １０番、水谷委員。 

 

 

 地元の委員です。別に補足説明する必要はないのですが、事務局の方からこういう議案が

上がりますよということで、事前に連絡を受けておりましたので、簡単に概略を説明したい

と思います。 

 私もこの地域は全部農振農用地に入っていると意識を持っていたのですが、いつの時点か

らか、そっくり外れている。農業委員会の立場から言うと農業振興を行うわけですから非常
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に良い事じゃないかと思います。それから現地のみかん畑の三分の一は、テッポウ虫の被害

を受けていますので、私も個人的には早く改植をしたほうが良いのではないかと指摘してい

ました。今回、改植事業に取り組んでいくということですから、非常に喜ばしいことと考え

ております。農業振興の為にもなりますので、編入を促進していただければと思います。 

 

 

 他の委員さんからご意見はありませんか。 

 

 

 【意見・質問無し】 

 

 

 これで、ご意見、質問並びに審議を終了致します。 

 提出された編入申請は、説明があったとおりですが、意見書に農業振興上支障あり、なし

の判断をする必要がありますので、支障あり、支障なしのどちらかを伺います。 

 

 

 【支障無しの声あり】 

 

 

 支障無しとの発言でしたので、支障無しでの意見といたします。担当課は、退席されて結

構です。 

 次に、第２号議案、農地法第５条の許可申請について、２件とも関連していますので、ま

とめて説明をお願いします。 

 

 

 それでは第２号議案農地法第５条の規定による許可申請について議案書の１ページをお

開き下さい。整理番号７、申請地は３筆です。長与町岡郷（地番）、畑、１８０㎡、（地番）、

畑、４８㎡、（地番）、畑、２１㎡、合計面積２４９㎡です。農地区分は、農用地区域外の３

筆です。申請者は、譲渡人が、長与町岡郷（地番）、（氏名）さん。譲受人が、長与町岡郷（地

番）、（氏名）さん。申請目的は、一般住宅用地で、売買による所有権移転です。施設概要は、

木造かわらぶき２階建、建築面積は６２．３８㎡です。譲受人が将来、親の世話をするため

に、妻の実家近くに住居を構えたいとの考えがあり自己居住用の住宅を建築するために、申

請地を購入するものです。 

 申請地の整地にあたっては、擁壁を設置し、下段の土地への土砂の流出がないよう対応。

また、建物は隣接住宅側に寄せて建築するので周辺農地への影響はありません。雨水につい

ては、水路放流、また、汚水・生活排水については、公共下水道です。都市計画区域外、一

般区域になります。なお、立地基準は２種農地、一般基準については書類と現地での確認上、

問題はございません。 
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 続いて整理番号８になりますが。申請地は長与町岡郷（地番）、畑４５㎡で、農地区分は、

農用地区域外の１筆です。申請者は、承役地土地所有者が、長与町岡郷（地番）、（氏名）さ

ん。要役地土地所有予定者が、長与町岡郷（地番）、（氏名）さん。申請目的は、通行用道路

として使用するための通行地役権の権利設定になります。隣地であります整理番号７の住宅

用地３筆の所有権移転に伴いまして、申請地を承役地、住宅予定地を要役地とする通行地役

権の設定です。申請地の大部分は、すでに農道になっております。承役地土地所有者が、農

地進入路として利用をされております。都市計画区域外、一般区域になります。 

 次に２ページをお開き下さい。申請地の場所を説明します。岡郷、国道２０７号線の（事

業所名）を上りあがった右側の住宅用地３筆と道路部分の１筆になります。以上で説明を終

わります。 

 

 

 ただ今の説明に関連して、今日は、地区担当委員さんが欠席ですので、事務局から補足説

明はありませんか。 

 

 

 事務局から説明させていただきます。 

 おはようございます。９月１６日の金曜日に申請者代理人、行政書士（事業所名）、（氏名）

氏、柿本尚文委員、事務局で現地確認を致しました。本日は柿本委員が欠席ですので、その

時の意見内容を事務局から説明させていただきます。 

 申請地は中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の

低い農地等に該当し、町道及び住宅地に連たんしていることからも第２種農地と判断してお

ります。隣接する農地についての影響ですが、建物は隣接住宅側に寄せて建築するので、農

地への影響はないとのことです。また、擁壁を設けて下段の土地に土砂流出を防ぐとのこと

で、被害防除計画書も提出いただいております。加えて隣接農地の所有者は譲渡人のもので

あり耕作者の同意の上での売買であるため、今回の申請については、なんら問題ないと柿本

委員から意見を頂戴しております。 

 次に整理番号８の方の（地番）、地役権を設定する土地についてですが、現在（氏名）氏

が自己所有の農地進入用の農道として利用しています。住宅建築に伴い登記地目を公衆用道

路に変更し道路舗装した上で所有権移転はせずに住宅進入用道路として通行地役権を設定

することになります。 

 

 

 説明が終わりましたが、ご意見、質問はありませんか。 

１０番、水谷委員。 

 

 

 町道といいますか、（申請地）の地役権の設定と道路の使用上の権限の問題を説明してい

ただきたい。これは現状、法面で入っているのか、それとも道路敷きで入っているのか。そ
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れと先程の説明の中で一部ありましが、地役権を設定することによって道路としての問題は

何も無いのか。もう一度詳しく説明をお願いします。 

 

 

 今回、地役権を設定する農道は、コンクリート舗装されていますので、法面ではありませ

ん。宅地へ隣接する方の泥止めのために、一部、擁壁をされています。宅地は少し傾斜にな

っていますが、少し嵩上げをすれば、農道に通行する為の支障をきたすとか、宅地の隣接に

支障をきたすことはありません。 

 

 

 今の説明でよろしいですか。 

 １０番、水谷委員。 

 

 

 昔、お互いに農地を提供して農道を作ったという経緯がありましたが、過去に町道として

の登記が出来なかったのはなぜか。幅員が狭いという問題がありできなかったのか、個人の

道路を一般の方が通って行くという変則的な形になっても問題は何も無いのか。反対に言え

ば個人に道路を所有させるよりも、町道として管理したほうが後世についてはベターではな

いのかという感覚があるものですから、質問しました。 

 

 

 将来的には町道になるのが一番良いと思われますが、地役権を設定する部分は、既に道路

として使用されています。町道にならないのは、この道路を上って行く上の部分がどうして

も狭く、町道認定されなかった状況になっております。 

 

 

 了解。 

 

 

 実際、所有者の（氏名）さんは、道路として使用されているのですから、これが町道なら

町道編入できるのですが、農道ですよね、本人がそういう了解をしているのかと思うのです

が。先にもめることのないように、買った人は大変困ると思います。行けないということは

ないのですが、自由に行くとなると、ここを借りたほうがよい。 

 他にありませんか。 

 １１番、柿本委員。 

 

 

 図面には、赤で塗ってあるので町道ではないですか。 
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 現況は町道です。町道の脇に所有者さんが畑に入るために農道を作っておりますので、そ

こは農道です。表の道は赤に塗っているように町道です。今回購入する宅地へ入るには農道

を通らないといけないため借りることになりました。 

 

 

 （氏名）さんから町道として寄付していただくことは出来ないのですか。 

 

 

 町道となると、寄付をしていただく事になりますが、今回の５条の申請は、地益権設定の

ため、寄付しないと思われる。 

 

 

 私の家の近くの公道として使っているところは、町へ寄付しているので、ここも同じよう

になるのではないか、と思いお尋ねしました。 

 

 

 申請地の周辺は住宅地になってきており、土地単価も上がってきているので、なかなか寄

付は難しいのではないかと思われる。申請地の先にも空き地がある、そこもそのうち宅地に

なるのではないかと思われる。 

 他にありませんか。 

 

 

 【意見、質問無し】 

 

 

 それでは、ご意見・質問並びに異議を終了いたします。 

 この農地法第５条の許可申請を進達することについて、ご異議ありませんか。 

 

 

 【異議無しの声あり】 

 

 

 異議無しということですので、県に進達することに決定いたします。続いて第３号議案農

用地利用集積計画について説明をお願いします。 

 

 

 それでは第３号議案農用地利用集積計画に入りますが、１ページから４ページの例月、規

定、集計表等については、省略させていただきます。 

 では、議案書の５ページをお開き下さい。利用権の設定を受ける者の氏名及び住所、（氏
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議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

名）さん、長与町岡郷（地番）。利用権を設定する者の氏名及び住所、（氏名）さん、長与町

岡郷（地番）。利用権を設定する土地は２筆です。長与町岡郷（地番）、畑２６１㎡、（地番）、

畑、４，９６８㎡のうち４，４４８㎡の２筆です。利用権の種類は、２筆とも使用貸借権で

具体的な作物は果樹です。平成２８年１０月１日から３８年９月３０日までの１０年間で

す。新規になります。 

 設定場所を申し上げます。７ページをお開き下さい。岡郷、〇〇付近で国道２０７号線の

（事業所名）から国道を挟んだ山手側になります。以上で説明を終わります。 

 

 

 地区担当委員さんからは、ありませんか。 

 １４番、浅井委員。 

 

 

 １４番浅井です。（借主）さんは新規就農者だと思います。（貸主）さんはブロイラーだけ

やっておられて、田畑はほとんど他の方が作っておられます。（借主）さんは隣に自分の土

地もありますので、いいと思います。申請地は、現在、みかんの木が切ってあるようです。

また、みかんを植えられるかわかりませんが、いいのではないかと思います。以上です。 

 

 

 立会いされたのですか。 

 

 

 いいえ。 

 

 

 ここは自分の地域だから存知あげているのですが、最初に図面の一つ前のページで（地

番）、（地番）、この番地の下の４，９６８㎡のところを４，４４８㎡借りてある。少し残し

てあるのです。同じ農地の続きを残してある。何故そういうことをしたのか、あと少しで全

部なのに、何故借りないか。ここだけ薮になり、荒れてくるでしょう。 

 

 

 （貸主）さんの鶏舎が２筆の間に建っていること、上の空いている部分は鶏糞置き場にな

っているようです。 

 

 

 申請地ではなく、隣接の農地のことです。所有者がそこを貸していないので、問題はない

と思いますが、申請地と隣接しているので、そこまで貸すと農地が荒れないため、農業委員

として指導をしてもいいのではないかと思いました。 
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議 長 

 

 

 

１１番 

 

 

事務局 

 

 

１１番 

 

 

５ 番 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

１０番 

 

 

事務局 

 

 

議 長  

 

 

 何か、質問はありませんか。 

 １１番、柿本委員。 

 

 

 この、約５００㎡減っている部分が、図面の白く塗っているところですか。 

 

 

 そうです。 

 

 

 はい、結構です。 

 

 

 いいですか。 

 

 

 ５番、白﨑委員。 

 

 

 新規就農とのことですが、何歳ですか。 

 

 

 〇〇歳だそうです。これまでお勤めをされていましたが、農業をやりたい、ということで

す。現在は、斉藤郷や岡郷の農家で農業研修を受けています。研修は半年間ぐらいあるよう

です。 

 

 

 普通研修が１０ヶ月。（氏名）さんと（氏名）さんのところで研修を受けています。 

 

 

 事務局のほうで今後の作付け品目が分かれば教えてください。 

 

 

 果樹は、みかん、桃。野菜は、九条ねぎ、しょうが、さつまいも等です。以上です。 

 

 

 他に何かありませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 【意見・質問無し】 

 

 

 これで、審議を終了致します。 

 説明のとおり、許可することについて、ご異議ありませんか。 

 

 

 【異議無しの声あり】 

 

 

 異議無しとのことですので、許可することに決定致します。 

 これからは、報告事項に移ります。事務局から報告をお願いします。 

 

 

 別紙の、平成２８年９月農業委員会総会報告事項の１ページをお開き下さい。１ページか

ら２ページまでは、同地区ですので内容もまとめて先に申し上げます。農地法第５条第１項

第６号の規定による農地転用届出です。 

 １.当事者の氏名、住所、職業、譲渡人は、（会社名）代表取締役（氏名）さん、福岡市博

多区博多駅前（地番）、不動産業者です。譲受人は、（氏名）さん、長崎市田中町（地番）、

公務員です。２.土地の所在等、ヴューテラス長与北陽台の（街区番号）、５３㎡と（街区番

号）、１１８㎡の合計１７１㎡です。３.転用計画は、宅地造成。４.申請日は、平成２８年

８月２９日。５.専決処分の日は平成２８年９月２日。以上のとおり、長与町農業委員会事

務局の設置及び事務処理等に関する規則第７条第２項の規定により、専決処分をしたので報

告いたします。平成２８年９月２８日長与町農業委員会事務局長森省二。 

 次に２ページをお開き下さい。１.当事者の氏名、住所、職業、譲渡人は、（会社名）代表

取締役（氏名）さん、福岡市博多区博多駅前（地番）、不動産業者です。譲受人は、（氏名）

さん、（氏名）さん、長崎市愛宕（地番）、お二人とも公務員です。２.土地の所在等、ヴュ

ーテラス長与北陽台の（街区番号）、１２６㎡と（街区番号）、４５㎡の合計１７１㎡です。

３.転用計画は、宅地造成。４.申請日は平成２８年９月１２日。５.専決処分の日は平成２

８年９月１２日。以上のとおり、長与町農業委員会事務局の設置及び事務処理等に関する規

則第７条第２項の規定により、専決処分をしたので報告いたします。平成２８年９月２８日

長与町農業委員会事務局長森省二。 

 ３ページをお開き下さい。届出の場所を申し上げます。各街区の位置につきましては、ヴ

ューテラス長与北陽台の計画図でご覧頂くということで省略させていただきます。以上で

す。 

 

 

 ただ今、事務局から報告がありましたが、何か尋ねたいことはありませんか。 

 １０番、水谷委員。 
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１０番 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 単純な質問ですが、この街区の中に２筆の形であがっていきますね、片側は法面というこ

となのですか。街区の変更をしたのか。本来なら街区は１筆ずつするのでしょうけど、ここ

２筆ずつになっていますが。どういうことでしょうか。 

 

 

 団地の形状で区画街区の中に法面があり、かさ上げして宅地が形状されているためこのよ

うになっている。 

 

 

 他にありませんか。 

 

 

 すみません。先程の回答をもとに戻しまして、その部分は、道路です。訂正をお願いしま

す。 

 

 

 他にありませんか。 

 

 

 【意見、質問無し】 

 

 

 それでは、これで報告事項を終わります。次は、行事報告です。説明が必要であればお願

いします。 

 

 

【この後、平成２８年９月行事報告が行われた】 

 

 

 これで、本日の報告事項は終了いたしました。以上をもちまして、長与町農業委員会９月

総会を閉会します。 
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